
① 新しい経営戦略・販売戦略を立てたい 

② 新分野への進出・新技術の導入による経営革新を 

図りたい 

③ 店舗・工場等のレイアウトを見直したい 

④ 商品・包装デザインを新しくしたい 

⑤ 商品陳列、照明・ディスプレイを見直したい 

⑥ ＩＴ活用による事務の効率化を図りたい 

⑦ 特許・実用新案・意匠・商標等を取得したい 

⑧ 就業規則等諸規定を見直したい 

⑨ 従業員教育、接遇・接客マナーの指導を受けたい 

⑩ 経営・財務診断、税務等に関する指導を受けたい 

⑪ 事業承継対策についての指導を受けたい 

⑫ コストダウンを図りたい 

⑬ 新製品を開発したい（特産品、和洋菓子など） 

⑭ 食品加工技術等の向上を図りたい 

⑮ 国・県等の助成金の申請について指導を受けたい 

日置市商工会      伊集院本所 ☎２７２－２２２２  日吉支所 ☎２９２－３１３０ 

東市来支所 ☎２７４－２１５１  吹上支所 ☎２９６－２２４６ 

日置市中小企業者向け専門家派遣窓口設置事業 
 

 
 

新型コロナウィルス感染症拡大により、日置市内の中小企業者等においても影響を受けており、今後の

事業を継続する上で大きな不安を抱えている事業者もいらっしゃると思います。 
そのため、日置市商工会と日置市は連携・協力し、「専門家派遣事業」を実施しています。 
この専門家派遣事業は、「落ち込んだ売上を伸ばすための方策」や「新型コロナウィルス感染症対策」、

「国・県等各種助成金の申請方法」など経営について専門家のアドバイスを受けてみたいと考えている

中小企業者の力強い味方です。 
要請に応じて専門家を直接あなたの事業所に派遣して、具体的・実践的な事項に関して、適切な指導

助言を行い、問題を解決していくための制度です。 
お申し込みにあたってのご相談は、お気軽にお近くの日置市商工会本所・各支所へ！【秘 密 厳 守】 

 
 

ご利用はどなたでも   
 

日置市内の中小企業者（個人事業者を含む）なら業種を問わず、 
経営・技術に関する相談・指導が受けられます。直接、専門家 

が依頼企業を訪問しますので、お時間のない方も安心です。 
                           
 

相談料は無料です  
  

基本的に相談料は無料です。（１回の相談指導に長時間を要する 
場合や事業計画等に合わせて継続した指導が必要と認められた 
場合は、指導効果等を勘案し、複数回指導のご相談に応じます。） 
但し、法的手続き、税務申告、特許申請、デザイン料、ホ－ムペ－ 

ジ作成等を専門家に委任する場合や現場で材料を使用する場合な 

どは、申請事業所の実費負担になります。 
なお、詳しくはお近くの日置市商工会本所・支所までお問合せく 
ださい。 

                           
 

ご利用の手続きは簡単 
 
①お近くの日置市商工会本所・支所へお気軽にご相談下さい。 
②相談内容にあった専門家をあなたの企業に派遣します。 

 ③申込期限は、令和５年２月２４日（金）です。 
   ※ただし、予算に達した場合は終了となります。 
                                                 
 

専門家派遣の仕組み 
 

 
    

日置市内中小企業者       日置市商工会本所・各支所           専 門 家 
       

 
 

   詳しくは、お近くの日置市商工会本所・各支所へお気軽にご相談下さい。 

 

こんなときにもお役に立ちます！ 


